
 

 

 
 
 

令和８年２月 

地域の皆様 

    静岡理工科大学 

学生部長 國持 良行 

 

アパート退去時のマナーについて 

学生にこのように告知しております 

 

平素は本学学生の生活にご支援ご配慮を賜り厚くお礼申

し上げます。 

本学では、毎年この時期に、学生の転居に伴うゴミの不始

末で地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、添付の注意

文をアパート生活者に配布すると共に、卒業研究指導教員

からも口頭で注意を行い、アパート退去時のゴミ迷惑投棄

の防止に努めております。 

しかし、残念ながら指導が行き渡らず、ご迷惑をおかけす

ることがあろうかと存じます。その際はしかるべく対処し

たいと存じますので、下記までご連絡をお願いします。 

 

 連絡先 静岡理工科大学 学務課 

     ０５３８－４５－０１１４ 

班内回覧 



 
静岡理工科大学 学務課 

アパート等退去時のマナーについて 
引越しの際のゴミ等の処分 

卒業修了が迫ってきましたが、例年、本学生がアパートを退去する際、引越しゴミや粗大ゴミの放置等でアパート
周辺住民の皆さんが迷惑しているという苦情が、大学はじめ袋井市役所、アパート管理会社へ寄せられています。 
 アパートを退去する際には下記の注意事項をよく読み、社会人としてのマナーを守ってください。 

  
Ⅰ．引越しゴミの処理  引越しゴミは日常生活でのゴミとは違い大量に発生します。近隣住民に迷惑 

をかけるため引越しゴミは通常のゴミ集積所には出せません。この書類を参考に、定められた方法で

処理をして下さい。万が一通常ゴミとして集積所に出した場合、地元自治会より大学に連絡があり

ますので、ゴミを出した学生を呼び出し処分してもらうことになります。 
※・「燃やせるゴミ」「燃やせないゴミ」はしっかり分別しないと受取ってもらえません。 
 ・大学では処理が出来ないので、大学には一切持ち込まないこと。 
  
 

 
Ⅱ．公共料金等の精算 
 電気、水道、ガス、インターネット、ＮＨＫ等は中止の連絡は、アパート管理会社と連絡を取り指示を受けること。
各自で行うことになった場合は、以下を参考に連絡し料金を精算すること。 
     電気：中部電力ミライズ㈱ ０１２０－４２９－２９１（AI 自動受付専用ダイヤル） 
     水道：袋井市役所上下水道課経営管理係 ０５３８－８４－６０５８ 
     ガス：（さまざまなのでアパート管理会社に連絡を取り確認すること） 
     インターネット：プロバイダー先  
     ＮＨＫ：https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/AddressChangeMenu.do にて手続きが行えます。 
Ⅲ．料金自動引落しの廃止 
 家賃、公共料金等の自動引落しを金融機関と契約している場合は、料金精算引落しの期日を勘案した上で、廃

止手続きを各自で行うこと。 
 
Ⅳ．転居手続き 
 次の住まいが確定した後に最寄りの郵便局で「転居届」を提出すること。転居届を出すことで、その先１年間は旧

住所に届いた郵便物が届け出た新住所へ転送されます。 

 クレジットやローンを組んでいる学生はそれぞれの会社にも転居届を忘れずに提出して下さい。それぞれ書式が

異なりますので、各自で問合せて手続きを行うこと。 
 
Ⅴ．自転車・オートバイの処理 
 後輩や友人への譲渡等は、販売店などに相談し名義変更手続きを忘れずに行うこと。譲り受けた後輩や友人が

警察に呼び止められた際、車両所有者と使用者が異なると盗難車両と間違われるなどの迷惑を被る場合がありま

す。 

 大学の駐輪場や市営駐輪場には絶対に放置しない事。所有者を割出すので、後で引取りに来る事となります。 
 
Ⅵ．退去日程の連絡 
 アパート管理会社には遅くとも１ヶ月前までには退去日程を連絡し、退去の際の室内外の清掃等については指

示を受けること。また、最後に立ち去る際にアパート管理会社立会いのもとで、部屋の状況確認をしてもらうこと。 
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アパート生活者全員配布用 

 

※ 資料は袋井市の HP より引用しています 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

万が一ルールから外れたゴミ投棄をした場合、 

捨て主を調べ出し遠方に転居した後でも袋井まで引き取りにきてもらいます。 
 

ごみの出し方についての詳細は、袋井市役所 HP を参照のこと↓ 
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/31/gomi/index.html 


